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A00401 NPO法人　サン・
スマ

軽自動車による島
しょ部での安全で
小回りが効く移動
を可能とすること

　島しょ部である愛媛県越智郡上島町には、一般乗用旅
客自動車運送事業者の営業所が存在していません。そ
のため、島民の要望である一般のタクシー事業を計画し
ています。島内の道路条件、事業の経済性を考慮し、使
用する車両は既に福祉輸送事業限定で許可を得たガソ
リン車の軽自動車をそのまま活用することを計画してい
ます。

　島しょ部である愛媛県越智郡上島
町では、一般乗用旅客自動車運送事
業は、「島しょ部等による一般乗車旅
客自動車運送事業（１人１車制個人タ
クシーを除く。）の許可申請事案及び
事業計画変更認可申請事案等の処
理方針に係る最低車両数の弾力的
取扱いについて」（四運自公第２号
平成16年４月６日付け四国運輸局長
告示）により最低車両一台から営業
が可能です。しかし、その車種区分は
⑧欄に記載の公示により普通車か軽
自動車においては電気自動車に限定
され、軽自動車においてはガソリン自
動車は認められてなく、島しょ部内の
みの業務に限定されている。

〇「一般乗用旅客自動車運送事業の
車種区分について」四運自公第11号
（平成27年11月16日 四国運輸局長
公示）※四運自公第６号（平成28年６
月30日一部改正）
○「島しょ部等における一般乗用旅客
自動車運送業（１人一車制個人タク
シーを除く。）の許可申請事案及び事
業計画変更許可申請事案等の処理
方針に係る最低車両数の弾力取り扱
いについて」に付されている条件（１）
業務の範囲は、「島しょ部外において
一般乗用旅客事業の営業を行っては
ならない。」※四運自公第２号（平成１
６年４月６日）

　普通車、軽自動車（軽自動車は、電
気自動車又は福祉輸送に限る。）に
認めている一般乗用旅客運送事業の
営業を、一般乗用旅客自動車運送事
業者が存在しない島しょ部の場合は、
ガソリン自動車の軽自動車（福祉輸
送事業限定で許可を得た車両の使用
範囲を広めること）でも可能となるよう
取り扱いを緩和すること。

国土交通省 　タクシーにおける軽自動車の使用については、車両を
長時間・高頻度で運行の用に供するタクシー事業の特性
や軽自動車の特性にかんがみ、運転者の労働条件及び
労働環境に悪影響を与えることを防止するため、原則と
して認めていない。
　なお、軽自動車を使用することができる運送形態として
は、乗合タクシー及び自家用有償旅客運送があるため、
そちらの制度の活用もご検討いただきたい。

A00601 ハピネス 自立型タワー 自立型タワーの設計・建設、維持管理、運営業務、詳細
は別紙参照

建ぺい率
容積率
高度制限

建築基準法等 　2020年オリンピック、パラリンピック
の開催に向けた国際都市の形成を図
るため、自立型タワーの建設に当たっ
ては、
①建ぺい率の適用緩和、
②容積率の適用緩和、
③高さ制限の緩和
などを措置する。

国土交通省 　建ぺい率、容積率、高さ制限の緩和については、周辺
の道路整備の状況や市街地環境への影響等を考慮し、
都市計画決定権者である川越市が適切に判断すること
となります。
　したがいまして、まずは、川越市に対し、諸規制の緩和
について相談することを検討いただきたいと考えます。

A00701 NPO法人　サン・
スマ

乗換せずに目的
地までの移動のた
めに島しょ部にお
ける一般乗用旅客
運送事業の業務
の範囲の拡大

　島しょ部である愛媛県越智郡上島町には一般乗用旅
客自動車運送事業者の営業所が存在していません。バ
スの減便により困っている島民の要望である一般のタク
シー事業を当ＮＰＯでは計画している。
　現行の「島しょ部限定の一般乗用旅客運送事業」は、
普通車１台で事業が可能だが、その事業範囲が「島内の
みの移動」に限定される。そのため、島民が島外の病院
へ通院する場合、島内から港まで及び港から島内へのタ
クシー事業は可能だが、島の港から島民とともにフェリー
に乗船し、下船の後、島外の病院への移動手段としての
タクシー事業を展開することが認められない。
　このため、当ＮＰＯでは発地・着地のいずれかが島しょ
部であればタクシー事業が可能となるように業務範囲の
拡大を認めてもらうことで、島民の利便性が向上する。

①島しょ部等における一般乗用旅客
自動車運送業の業務の範囲は、「島
しょ部外において一般乗用旅客事業
の営業を行ってはならない。」こととさ
れている。

②介護タクシー事業利用対象者以外
の島民移動には運営協議会を経て自
家用有償旅客運送（交通空白地）の
登録が必要とされている。

○「島しょ部等における一般乗用旅客
自動車運送業（１人一車制個人タク
シーを除く）の許可申請事案及び事業
計画変更許可申請事案等の処理方
針に係る最低車両数の弾力的取り扱
いについて」に付されている条件（１）
業務の範囲は、「島しょ部外において
一般乗用旅客事業の営業を行っては
ならない。」こととされている。
※四運自公第２号（平成16年４月６
日）

○「運営協議会に関する国土交通省
としての考え方について」国自旅第
145号（平成18年9月15日自動車局長
通知）※国自旅第370号（平成27年４
月１日）一部改正

　四国との間を連絡する道路が整備
されていない島しょ部であって、その
島しょ部に一般乗用旅客自動車運送
事業者の営業所が存在しない場合
は、一般乗用旅客自動車運送事業の
許可を行う際、現行の業務の範囲で
ある「島しょ部外において営業を行っ
てはならない」旨の規制を緩和するこ
と。

国土交通省 　タクシー事業者の存在しない島しょ部において、当該島
しょ部内の輸送サービスを確保し、島しょ部における地域
の活性化、観光振興等を図るため、タクシー参入時の最
低車両数を１両に緩和する特例的な取扱いを定めてい
る。
　そのため、「島しょ部外において営業を行ってはならな
い」旨の条件は、最低車両数を大幅に緩和されて参入す
る者と、それ以外の者との公正な競争を確保するために
付しているものあり、現状において、当該条件を緩和する
ことは困難である。
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A00801 曽於市 無人航空機(ドロー
ン)を用いた農薬
散布に係る航空法
の特例

　 無人航空機を用いて薬剤の散布を行う場合は，国土
交通省から許可を受ける必要があり許可までには3週間
程度を要す。
　ここで本市内の農地で無人航空機を用いて，病害虫防
除を目的とした薬剤散布を行う者については，『空中散
布等における無人航空機利用技術指導指針』に基づき，
一般社団法人農林水産航空協会（以下農水協）が認定
した，技術者養成校の修了者かつ，農水協が選定した機
種を使用する場合については，航空法132条の2に係
る″危険物運搬，物品投下の"規制の特例とし，市への
届出のみで散布を可能にする。
　これにより適期散布及び散布状況の把握が可能となり
無人航空機の安全な使用にもつながる。

・無人航空機での危険物運搬

・物件投下

・対人・対物間距離30ｍ未満飛行禁
止

航空法132条の２関係 (1)無人航空機での農薬散布を行う者
は，5日前までに市に散布する者の氏
名，住所等，農地地番，散布日時，認
定機体使用，技能認定状況等を報告
する。(また３カ月単位での申請も可
能とするが，変更がある際は速やか
に報告する。)

(2)市は報告された内容を確認し受理
する。
※養蜂，合鴨等，人家や人の集まる
施設に隣接していないかを確認し，場
合によっては散布は認めない。

（3）市は散布の状況を管轄する期間
に報告する。

国土交通省

（調整中）

A00901 曽於市 無人航空機(ドロー
ン)の研究開発及
び，産業利用のた
めの技術開発に
係る航空法，電波
法の特例

　無人航空機の機体や，無人航空機を用いた技術開発
を行う研究機関（企業，大学，高専等）に対して，曽於市
内の指定された場所（廃校や市有林，競技場等）を研究・
開発・試験等を行うフィールドとして提供する。
　この研究フィールド内においては，航空法132条及び電
波法の規制の特例区域とし，管轄機関への許可を受け
ずにスムーズに試験・研究が行えるように法的な整備を
するとともに，充電施設等のハード面の整備も行ない，
企業や研究機関を誘致し，先端技術の開発の拠点づくり
を行う。

・150m以上の空域の飛行

・夜間飛行，目視外飛行，危険物運
搬，物件投下，対人・対物間距離30ｍ
未満飛行の禁止等全ての事項

・電波法による1.2GHz帯における出
力を無線操縦については100mW, 画
像転送については3Wまで使用可能に
する。

・航空法132条

・航空法132条の２関係

・電波法施行規則第6条第2項

(1)本市内の廃校や，市有林，競技場
等を試験場として指定し試験飛行等
を行いたい者は市に施設使用の申請
をする。

(2)市は施設の利用状況等を調整し，
住民等に影響がないと思われる日時
に使用許可を出す。

(3)市は使用した状況を管轄する機関
へ報告する。

総務省

国土交通省

（調整中）

A01701 ＮＰＯとかちアク
ティブガイド

沿岸の一定区域
を観光、レジャー
事業のための占
用管理場所として
の認可

　本事業は、沿岸区域等にライセンスエリアを設定し、Ｎ
ＰＯ法人が主体となり、サーモンフィッシングを広く一般に
提供し、他に類のない新しいレジャー産業として地域の
発展に貢献する。また、ライセンスエリアでの収益の一部
をさけます孵化放流事業に寄付し、増殖事業に寄付す
る。

　海岸保全区域や、一般公共海岸区
域において、施設（ビジターセンター、
倉庫、管理棟、駐車場、手洗い場）等
を整備するためには、占用許可が必
要。

海岸法第７条第１項、同法第３７条の
４

　キャッチ＆イートを標語にサーモン
フィッシングのライセンス制を柱とした
総合観光事業を行い地域の活性を図
る場合は、占用許可を不要とする。

国土交通省 　海岸法に定める海岸保全区域又は一般公共海岸区域
の占用許可は、本来一般公共の自由使用に供されるべ
き海岸について、一般公共の用に供するという目的ない
し用途を妨げず、かつ、海岸の保全に著しい支障を及ぼ
すおそれがないことを個々の申請内容に応じて判断し、
許可されるものである。
　したがって、占用の目的がどのようなものであっても、
海岸の保全等に対する支障の有無を判断することなく当
該許可を不要とすることは適当ではない。
　なお、今回の御提案については、教示のあった情報の
みでは、予定している占用態様の詳細、占用許可申請を
巡る地元市町村とのやりとりの詳細、各設置予定物件の
種類・規模・設置位置等や占用許可を申請できない特段
の事情や具体的支障等が不明であり、そもそもの占用許
可申請の要否等も含め、判断が困難である。

A01801 一般社団法人
沖縄県専修学校
各種学校協会

外国人留学生の
在留資格緩和に
関する提案

　県内のホテル、飲食店等を始めとした観光関連産業に
おいては、急激な観光客数の増加対応ができず、深刻な
人材不足が続いているが、沖縄県は今後もさらなる観光
客の増加が見込まれるところである。このため、観光・
サービス業関連の外国人留学生の在留資格を緩和する
ことで、外国人が旅行しやすい環境を整備し、今後の沖
縄観光の国際競争力強化、県内経済の発展、職業を通
じたアジア等諸地域との交流を促進し、ひいては沖縄県
の強みを生かした観光の振興、国際的な観光地としての
地位確立を図る。

　調理師、製菓衛生師、美容師、理容
師等の外国人材については、現行制
度では就労のための在留資格がな
い。

出入国管理及び難民認定法 　県内専修学校専門課程を卒業し、
国家資格（調理師・製菓衛生士・美容
師・理容師等）を取得した生徒が、沖
縄県内において、それを専門とする職
種に就いた際に、当該生徒の日本で
の在留資格を認める。

法務省

厚生労働省

農林水産省

国土交通省

　外国人材の受入れ範囲の拡大は、労働市場及び日本
人への処遇改善への影響や国民生活等への影響があ
ることから、「未来投資戦略２０１７」に従い、国民的コン
センサスの形成の在り方なども含め、まずは政府横断的
に幅広い観点から検討していく必要があるものと考えて
いる。


